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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

はじめに                       

 給与所得に係る個人住民税（個人市町村民税及び個人県民税）については、地方税法及

び各市町村の条例において、所得税の源泉徴収義務のある事業主（給与支払者）は、従業

員に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員（給与所得者）

に代わって、従業員が居住する市町村ごとに納入する特別徴収によることとされている。 

福岡県及び県内市町村においては、個人住民税における滞納の未然防止や税負担の公平

性を確保するため、平成２３年５月２３日に開催した地方税収対策福岡県連絡会議におい

て、「個人住民税における特別徴収推進」宣言～県と市町村の共同宣言～を採択し、互いに

連携しながら個人住民税の特別徴収の推進に向けた取組を強化することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この共同宣言の採択以降、関係団体・機関に対しての広報や特別徴収への切り替え要請

を進めるとともに、平成２４年度からは市町村と県が連携した特別徴収未実施事業者に対

する個別訪問などを行い、特別徴収推進に取り組んできた。 

 しかしながら、全国的には事業主や従業員等の意向にかかわらず、所得税の源泉徴収義

務のある事業主を特別徴収義務者として指定する「一斉指定」の取組が進展し、全国地方

税務協議会においても特別徴収推進宣言が決議される中、本県も同様の取組の必要性が増

してきたことから、県と７市町で構成する「個人住民税特別徴収推進検討委員会」を設置

し、特別徴収の一斉指定について協議・検討を行い、本アクションプランをとりまとめた

ものである。 

 今後、県と市町村が、このアクションプランの実行に積極的に取り組み特別徴収の適正

実施を推進することで、納税者の利便性向上や税負担の公平性確保を図るとともに、県・

市町村においては、徴収率向上による安定的な自主財源の確保を目指すものである。 

「個人住民税における特別徴収推進」宣言 

～県と市町村の共同宣言～ 

 福岡県と県内市町村は、積極的な税収確保対策に取り組んでいますが、特に個人住民税について

は収入未済額が増加しており、その対策が急務となっています。 

 個人住民税の特別徴収は、事業所が従業員の毎月の給料から税金を差し引いて納税するため、従

業員の納税負担が軽減され、納付忘れも防止されることから、収入未済額の縮減につながります。

 本日、地方税収対策福岡県連絡会議において、滞納を未然に防止し、税負担の公平性を確保する

ため、県と市町村は互いに連携し、個人住民税の特別徴収の推進に向けた取組を強化することをこ

こに宣言します。 

 平成２３年５月２３日 

     福岡県地方税収対策本部 

    本 部 長 福岡県総務部税務課長 

副本部長 福岡県企画地域振興部市町村支援課長 

      福岡県市町村税務連絡協議会連合会 

        会    長 八女市税務課長 
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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

第１章  個人住民税の現状と課題            

１ 特別徴収制度  

  給与所得者の個人住民税については、地方税法第３２１条の３の規定により、特別徴

収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除いて、特別徴収

の方法により徴収することとされている。 

また、地方税法第３２１条の４の規定により、事業主（給与支払者）のうち所得税法

第１８３条の規定による所得税の源泉徴収義務のある者を各市町村の条例によって包括

的に特別徴収義務者として指定を行っている。 

  しかしながら、県内市町村において、これまで特別徴収とすべき事業主に対して普通

徴収を容認してきた経緯があり、法令上の問題を抱える現状の改善は、法令に則った行

政運営を旨とする税務組織にとって共通の課題である。 

  特別徴収は、納税者である給与所得者にとって金融機関等に納税に出向く手間が省け

納め忘れがなくなることや、年４回の納期が年１２回になることで１回あたりの税負担

額が少なくなるなどのメリットがある。 

同じ給与所得者でありながら普通徴収であることによって、上記メリットを受けられ

ないことや、滞納に繋がる事例も見受けられ、結果として徴収方法の違いによって納税

者の税負担に格差が生じている状況であり、全国的にも個人住民税の特別徴収義務者の

指定に向けた取組強化が進む中、本県においても同様の取組を進めることで、納税者の

利便性向上や税負担の公平性確保を図る必要がある。 

 

２ 所得税から個人住民税への税源移譲  

  平成１９年度に実施された所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲に伴い現

年度分の調定額が増加しており、県及び市町村にとって様々な行政サービスの提供に必

要な自主財源として、その重要性が増してきている状況である。 

 

 

  

○個人住民税の調定額（現年度分） 単位:百万円

18年度 19年度 増加額 増加率

201,224 242,362 41,138 1.2倍

82,328 153,206 70,878 1.9倍

区　分

個人市町村民税

個 人 県 民 税
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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

３ 特別徴収実施率の推移  

  県内市町村の個人市町村民税における給与所得者の特別徴収実施率は、平成１８年度

では全国１０位、７２．３％で全国平均と比較しても２．７ポイント高い状態であった

が、平成２５年度の実施率では依然として全国平均より高いものの、全国２０位まで下

降し、その差も１．１ポイントまで縮まってきている状況である。 

これは、平成２３年度以降、全国的に特別徴収の一斉指定を含めた取組が進展し始め

たことが大きく影響したものと考えられる。 

 
 

４ 徴収率の推移  

  県内市町村の個人市町村民税現年分の徴収率については、税源移譲があった平成１９

年度に大きく低下したが、平成２０年度以降は一定の改善傾向が見られる。繰越分の徴

収率については、地方税収対策本部を組織し県と市町村の徴収連携を強化した平成１９

年度以降、概ね上昇傾向にあり、現年繰越合計の徴収率についても税源移譲後一旦低下

したが、平成２３年度以降は上昇傾向にある。 

  しかしながら、現年繰越合計の徴収率を向上させるためには、現年分徴収率の改善が

重要である。現年分の特別徴収と普通徴収での徴収率の差が、平成２５年度の県計にお

いて５．７３ポイントあることから、特別徴収実施率の向上により更なる徴収率の改善

が期待できる。 

 

 
 

○個人市町村民税特別徴収実施率の推移と全国比較

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

72.3% 72.0% 72.2% 72.0% 73.2% 73.4% 73.5% 74.9%

69.6% 69.5% 69.9% 69.6% 71.2% 71.9% 72.8% 73.8%

2.7% 2.5% 2.3% 2.4% 2.0% 1.5% 0.7% 1.1%

10位 9位 10位 10位 14位 16位 20位 20位

差　　　引

全 国 順 位

区分

福　岡　県

全　　　国

○個人市町村民税徴収率の推移

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

現年 98.1% 97.5% 97.5% 97.6% 97.9% 98.1% 98.2% 98.4%

繰越 19.2% 20.4% 21.6% 21.9% 21.9% 22.0% 23.4% 26.1%

計 93.1% 93.4% 93.0% 92.7% 92.4% 92.7% 93.4% 94.2%

区　分

徴収率

○特別徴収・普通徴収の徴収率

特別徴収の効果
(①－②)

99.84% 94.11% 5.73%

区　分

県　計

①特別徴収の徴収率
（H25現年度課税分）

②普通徴収の徴収率
（H25現年度課税分）
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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

５ 収入未済額の推移  

県内市町村における個人市町村民税の収入未済額は、平成１８年度当時、約１４８億

円であったものが、税源移譲があった平成１９年度から平成２１年度まで累増が続き、

平成２２年度以降、減少に転じたものの平成２５年度においても税源移譲前とほぼ同額

の約１４７億円の収入未済額を有する状況である。 

一方、個人市町村民税を除くその他の市町村税の収入未済額については、平成１８年

度から平成２５年度までの間で約４５％の縮減が図られ、市町村税全体の収入未済額の

うち、個人市町村民税が４３．８％を占める状況である。 

また、県においても個人県民税の収入未済額が県税全体の７３．６％を占める状況で

あり、その収入未済額の縮減が県・市町村ともに共通の課題となっている。 

 

 

 

 

 ※収入未済額は、調定額から収入済額を控除した額で算定　　※国民健康保険税(料)を除く

＜県の状況＞ 

＜市町村の状況＞ 
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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

第２章 特別徴収適正実施の取組方針            

１ 取組方針  

 

 

 

 

２ 取組対象の範囲  

(1) 特別徴収適正実施の対象事業者 

  既に特別徴収義務者として指定されている事業主にあっても、一部の給与所得者につ

いて普通徴収を認めている場合にあっては、特別徴収の対象者とする。 

 

(2) 特別徴収一斉指定の対象事業者 

地方税法の規定に従って特別徴収の指定を行うことが望ましいものではあるが、個人

住民税制度が始まった当時の終身雇用から非正規雇用の増加等に見られる雇用形態の変

化が著しい現状においては、一斉指定の先行県においても導入されている小規模事業者

に対する一定の緩和措置を設けることとする。 

 

３ 目指すべき成果  

(1) 利便性の向上及び税負担の公平性確保 

  特別徴収適正実施の取組により、毎月、納税者である従業員の給与から天引きされた

個人住民税を事業主が市町村に納入することで、納税者本人が金融機関等に出向く必要

がなくなるなど、利便性の向上を図る。 

また、特別徴収となることで１回あたりの税負担額が少なくなるなど、徴収方法の違

いによって生じている税負担の公平性確保を図る。 

 

(2) 安定的な自主財源の確保 

  個人住民税は、県及び市町村にとって調定額ベースで全税目の３割以上を占める基幹

税であり、行政サービスを提供するうえでの重要な自主財源であることから、その徴収

率の向上と収入未済額の縮減を進める必要がある。 

  このため、特別徴収の適正実施を推進することで、現年度課税からの滞納発生を防止

するとともに、引き続き県と市町村が連携した徴収対策を進めることで、安定的な自主

財源の確保を図る。 

 

福岡県と県内全市町村は、平成２９年度課税分から個人住民税特別徴収の 

適正実施を推進するため、特別徴収対象事業者への一斉指定に取り組む。 



 

6 

 

個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

第３章 アクションプラン                 

１ 計画期間  

  平成２７年度から一斉指定実施までとする。 

２ 推進体制  

県及び市町村にとって、現年度課税分の新たな滞納発生抑止に効果が高い特別徴収適

正実施の推進は必須の取組であり、県と市町村がより緊密に連携し様々な取組を積極的

に推進していく。 

３ 数値目標  

(1) 特別徴収実施率（特別徴収に係る納税義務者数÷市町村民税の納税義務者数） 

  給与所得者に係る特別徴収実施率の目標については、平成２５年度における全国１位

の実施率が８３．４％であること。本県の一斉指定実施が平成２９年度であることを勘

案し８５．０％の達成を目指すこととする。 

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度  29 年度 

福  岡  県 73.2% 73.4% 73.5% 74.9% 85.0%

 差  引 - 0.2% 0.1% 1.4% 10.1%

実施率全国１位 81.0% 81.6% 82.5% 83.4% -

(2) 現年度徴収率の伸び率 

特別徴収実施率８５．０％が達成された場合、平成２５年度の実施率から１０．１ポ

イント向上を前提に試算すると、現年度徴収率が０．３％上昇する見込みである。 

 

○個人市町村民税の状況 単位：人、千円

①特別徴収 ②普通徴収 ③小計

納 税 義 務 者 1,307,857 438,156 1,746,013 477,757 2,223,770

課 税 額 167,987,584 28,434,842 196,422,426 37,752,844 234,175,270

一人あたり課税額 128 65 112 79 105

※特別徴収による納税義務者数の増加分

1,746,013人 10.1%

※特別徴収課税額の増加分

176,347人 65千円

※特別徴収課税額増加による増収分（特徴・普徴の徴収率差による効果）

11,462,555千円 5.73%

※特別徴収課税額増加による徴収率上昇分

656,804千円 0.3%

11,462,555千円

④その他
の所得者

給与所得者 ⑤合計
（③＋④）

176,347人

656,804千円

234,175,270千円

× ＝

× ＝

× ＝

÷ ＝
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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

４ 増収効果額の試算  

  一斉指定による現年度徴収率の上昇分を０．３％、課税額を平成２５年度と同額とし

て試算すると、県内全市町村の個人市町村民税が７億円、個人県民税が４億７千万円と

なり、県・市町村合計で約１１億７千万円の増収効果が見込める。 

 

５ アクションプラン達成に向けた具体的な取組  

(1) 周知・広報活動の実施 

  特別徴収の適正実施に向けた取組を推進するため、一斉指定の対象事業者のみならず

全ての事業者、納税義務者である給与所得者、税理士会等の関係団体や関係機関を含め

幅広く周知・広報活動を実施していく。 

①  共通チラシ・ポスターを活用した全事業者への周知・広報 

②  ホームページ・広報誌への掲載 

③  マスメディアを活用した効果的な広報 

④  税理士会・商工会等、関係団体への周知・協力要請 

⑤  国（国税局・税務署）や他県等、関係機関への周知・協力要請 

⑥  年末調整説明会を活用した全ての事業者に対する効果的な周知 

⑦  特別徴収指定予告通知書の送付による周知 

(2) 特別徴収の適正実施に係る事務処理の支援 

  特別徴収の適正実施に向けた取組をより実効性の高いものとするためには、新たに特

別徴収義務者となる事業主や課税事務を実施する市町村に対して、事務処理における

様々な支援を実施していく。 

①  事業者向けＱ＆Ａの作成 

②  事業者向け「個人住民税特別徴収事務の手引き」の作成 

③  県ホームページに特別徴収事務に必要な各種様式のダウンロード専用ページを作成 

④  市町村向け説明会の開催 

 (3) 自治体の非常勤職員等の特別徴収の徹底 

県及び市町村においても非常勤職員等であるなどの理由により、普通徴収としている

実態がある。今回の一斉指定にあたり特別徴収の対象となる非常勤職員等については、

県及び市町村が率先して特別徴収の実施に取り組む必要がある。 

単位：百万円

課税額(H25) 徴収率UP 効果額

個人市町村民税 234,175 700

個 人 県 民 税 157,509 470

391,684 - 1,170

0.3%

計
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第４章 スケジュール（概要）               

 

 

 

指定事務等

周知・広報
指定後作業

指定事務等

周知・広報
準備作業等

平成29年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

平成28年度

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

1月～3月

平成27年度

指定事務等

周知・広報
準備作業等

4月～6月 7月～9月 10月～12月

共
同
宣
言

市
町
村
説
明
会

報
道
機
関
へ
情
報
提
供

指
定
予
告
通
知

給
与
報
告
受
付

課
税
事
務

ＨＰ･公報誌等による周知・広報 関係団体等への協力要請
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整
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へ
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供

ＨＰ等による周知・広報
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課
税
事
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全国地方税務協議会による特別徴収推進宣言 
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個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

 

 

 

Q１ 個人住民税の「特別徴収」とはどのような制度ですか？ 

Ａ１ 

個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と同じ

ように、従業員に毎月支払う給与から個人住民税を天引き（差し引き）し、納税

義務者である従業員（給与所得者）に代わって、従業員がお住まいの市町村ごと

に納入していただく制度です。 

※所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収するこ

とが法令（地方税法及び各市町村の条例）により義務付けられています。 

 

Q２ 
今まで特別徴収しなくてもよかったのに、どうして特別徴収しなければならな

くなったのですか？ 

Ａ２ 

新たな法令改正などがあったわけではなく、今までも所得税の源泉徴収義務の

ある事業主については特別徴収をしていただく必要がありましたが、それが徹底

されていませんでした。 

 このため、平成２９年度から福岡県と県内の全ての市町村が連携して、個人住

民税の特別徴収の適正実施に取り組むこととしたところです。特別徴収義務は法

令に基づいて事業主に課せられているものですので、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

 

Q３ 全ての従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないのですか？ 

Ａ３ 

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、４月１日において給与の

支払いを受けている場合は、パートやアルバイトなどの方であっても、個人住民

税を特別徴収の方法によって徴収することになっています。 

したがって、上記要件に該当する従業員は全て、特別徴収しなければなりませ

ん。 

ただし、次のようなケースに該当する従業員で特別徴収することが著しく困難

な場合は、１月末までに提出する給与支払報告の際に「普通徴収申請書」により

申し出ることで、普通徴収（従業員の方が納付書で年 4 回に分けて納付する方法）

とすることもできます。 

(A) 退職者又は給与支払報告書を提出した年の５月３１日までの退職予定者 

(B) 給与の支払いがない月がある者 

(C) 年間の給与の支払金額が、９３０，０００円以下である者 

(D) 他から支給される給与から特別徴収されている者（乙欄該当者） 

(E) 事業専従者（事業主が個人の場合のみ該当） 

※普通徴収申請書の提出がない場合、全ての従業員の方が特別徴収となります。
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Q４ すべての事業主が個人住民税を特別徴収しなければいけないのですか？ 

Ａ４ 

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収するこ

とが法令（地方税法及び各市町村の条例）により義務付けられています。 

 特別徴収義務者に指定された事業主は、従業員に給与を支払う際に、個人住民

税を特別徴収して市町村へ納入していただく必要があります。 

ただし、次のようなケースに該当する場合は、１月末までに提出する給与支払

報告の際に「普通徴収申請書」により申し出ることで、特別徴収を行わないこと

もできます。 

① 常時２人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者 

② 他市町村を含む給与受給者（従業員）総数が２人以下である者 

 

 

 

※普通徴収申請書の提出がない場合、全ての従業員の方が特別徴収となります。

 

Q５ 以前から特別徴収しているのですが、何か変わるのですか？ 

Ａ５ 

既に特別徴収義務者に指定されている事業主の方についても、これまで一部の

従業員の方を普通徴収としていた場合、A３に示す(A)～(E)に該当する普通徴収が

認められる要件に該当しない従業員について特別徴収していただく必要があり

ます。 

また、従業員がお住まいの一部の市町村において、まだ特別徴収義務者として

の指定を受けていない事業主の方は、A３及び A４の要件により新たに当該市町村

から特別徴収義務者として指定される場合があります。 

 

Q６ 
何故、普通徴収申請書の提出や個人別明細書に略号の記入などをしなけれ

ばならないのですか？ 

Ａ６ 

法令の規定では、「給与の支払期間が１月を超える期間としている者」や「外

国航路を航行する船舶の乗組員」に該当する従業員など、毎月の給料から特別徴

収することができない方を除いて全て特別徴収することとなっています。 

また、事業主の方では「常時２人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払

をする者」以外は全て特別徴収義務者として指定されることとなっています。 

今回の取組にあたっては、非正規雇用の増加などの現状を踏まえ、法令の規定

で普通徴収とすることができる者に加えて、県内市町村で統一した基準により普

通徴収を認める者を追加しています。 

普通徴収として取り扱う従業員の方であるかを市町村で確認するためには、事

業主の方から普通徴収申請書の提出や個人別明細書の摘要欄記入により申し出

ていただくことが必要になります。 

なお、これらの事務手続きを行っていただけない場合は、普通徴収として取り

扱う従業員の方であるか確認ができないため、法令に基づき全ての従業員の方が

特別徴収となります。当該事務手続きについて、ご理解とご協力をお願いします。

 

※給与受給者（従業員）総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全

体の受給者とする。ただし、A３に示す(A)～(E)に該当する従業員（他市町

村を含む）を除く人数とする。 
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Q７ 普通徴収申請書とは、どのような書類ですか？ 

Ａ７ 

 右図に示す様式で、平成 

２９年度（２８年所得分）の 

給与支払報告から使用します。 

 記載方法等の詳細について 

は、「個人住民税特別徴収事務 

の手引き」をご覧ください。 

※福岡県・各市町村のホームペー 

ジに掲載します。 

※平成２８年６月以降の掲載予定 

 としています。 

 

Q８ 
普通徴収申請書の要件に該当する従業員がいる場合は、必ず普通徴収として申

請しなければならないのですか？ 

Ａ８ 
 普通徴収申請書の要件に該当する従業員の方であっても、特別徴収することが

できる場合は申請の必要はありません。 

この場合、法令の規定に基づき特別徴収の取り扱いとなります。 

 

Q９ 
従業員から普通徴収にしてほしいと言われています。 

これまでは、「特別徴収」と「普通徴収」とで選択できる（選択制）と思って

いたのですが？ 

Ａ９ 

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなけ

ればならないことになっています。 

 特別徴収制度は以前から定められており、従業員個々の希望により「普通徴収」

を選択することができる制度ではありません。 

 

Q１０ 
従業員が少ないし、経理事務の負担も増えるので特別徴収はしたくないのです

が？ 

Ａ１０ 

従業員が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わな

いことは認められていません。 

 個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を毎月の給与か

ら引き去り、翌月の１０日までにそれぞれの市町村に納入していただくことにな

りますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整等の事務は必要あり

ません。 

 地方税法等に基づき、個人住民税の特別徴収を適正に実施するため、ご理解と

ご協力をお願いします。 

 なお、従業員が常時 10 人未満の事業所の場合は、各市町村に対し申請して承

認を受けることにより、年 12 回の納期を年 2 回にする制度（納期の特例）を利

用できます。 

○６月分から１１月分 ⇒ １２月１０日までに納入 

○１２月分から５月分 ⇒  ６月１０日までに納入 

指定番号

個人・法人番号

○○市町　長 宛 事業主名

 この申請書以降の者は、下記理由により特別徴収できないため、普通徴収として申請します。

 ◆重要
○ 普通徴収を申請する従業員の方の個人別明細書の摘要欄に、上記略号のＡ～Ｆを記入してください。

○ 上記要件に該当する従業員の方であっても、特別徴収することができる場合は申請の必要はありません。

○ 普通徴収申請書の提出がない場合、特別徴収となります。 ※記載要領もご確認ください。

F
給与受給者総数が２人以下

人
※全従業員数からA～Eの該当者を除く人数

普通徴収申請書　合計人数 人

D 他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者) 人

E 事業専従者（事業主が個人の場合のみ該当） 人

B 給与の支払いがない月がある者 人

C 年間の給与の支払金額が９３０，０００円以下の者 人

　  普通徴収申請書（福岡県内市町村用）

略号 理　　由 人数

A 退職者又は退職予定者（５月末まで） 人

（普通徴収）

（特別徴収）

総括表

個人別明細書

普通徴収申請書

※一束にしてご提出ください。

個人別明細書

【提出方法】
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Q１１ 
納期の特例を利用すれば、毎月の給与から住民税を引き去らなくてもよいので

すか？ 

Ａ１１ 

納期の特例は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる制度

ですので、毎月の給与からの引き去りは通常どおり行っていただく必要がありま

す。給与から引き去りをした住民税を預かっていただき、年 2 回に分け納入して

ください。 

 

Q１２ 特別徴収のメリットはなんですか？ 

Ａ１２ 

毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関や市役

所・町村役場等の納入場所へ納税に行く手間が省ける上、納め忘れが無くなるの

で、滞納となって延滞金が発生する心配もなくなります。 

 また、普通徴収（個人納付）では年４回の支払いですが、特別徴収では 12 か

月に分割して毎月の給与から差し引かれますので、１回あたりの負担が緩和され

ます。 

 

Q１３ 
給与支払報告書を提出した後、従業員が退職、転職等をした場合の手続きはど

うなりますか？ 

Ａ１３ 

退職、休職又は転職など、従業員に異動があったときは、「給与支払報告に係

る給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。 

 異動届出書については、異動が生じた翌月の 10 日までに各市町村へ提出をお

願いします。 

 

Q１４ 年の途中で退職等した場合の徴収方法はどうなりますか？ 

Ａ１４ 

毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた従業員が退職等により給与

の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができ

なくなった残りの税額は普通徴収の方法により徴収することになります。 

 ただし、次のような場合は、普通徴収ではなく特別徴収の方法による徴収とな

ります。 

① 退職後に再就職し、一定期間内に納税義務者が引き続き転職先からの特別徴

収を希望した場合 

② ６月１日から１２月３１日までに退職等をした場合で、納税義務者本人から

残りの税額を特別徴収の方法でまとめて徴収されたい旨の申出があった場合 

③ 翌年１月１日から４月３０日までに退職等をした場合で、元の勤務先から５

月３１日までに支払われる予定の給与・退職金等が残りの税額を超える場合 

なお、この場合は納税義務者本人の申出がなくても、元の勤務先から５月３

１日までの間に支払われる給与等から、残りの税額を一括して特別徴収しなけ

ればなりません。 
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Q１５ 
特別徴収事務に必要な市町村ごとの様式などを、まとめて入手できる方法はな

いのですか？ 

Ａ１５ 

普通徴収を申し出るための「普通徴収申請書」、従業員の退職、休職又は転職

時などに提出する「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」や納期の特例を

申請するための「納期の特例に関する承認の申請書」などの市町村ごとの様式や

各種資料については、福岡県のホームページ内に専用ページを作成し、事業者の

方がダウンロードできる環境を整備することとしています。 

 なお、利用開始については、平成２８年６月以降を予定しています。 

 

Q１６ 毎月の税額が変わることはないですか？ 

Ａ１６ 

個人住民税は前年の所得に対して計算していますので、税額が変わることは基

本的にありません。ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告を提出したり、

扶養親族等の状況が後から判明した場合などから、個人住民税を再計算した結

果、税額が変わることがあります。このような場合は、引き去りが済んでいない

残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りいたします。 

 また、税額が大幅に減り還付が生じる場合は、変更通知書をお送りするととも

に、納めていただいた税額の返金方法などについて後日、市町村の住民税担当課

から連絡させていただきます。 

 

Q１７ 間違った税額で納めたり、納めるのを忘れた場合はどうなりますか？ 

Ａ１７ 

納入した税額に過不足があった場合は、差額について確認の連絡をいたしま

す。納期限を過ぎて納入された場合は、納入した税額と納期限から経過した日数

によっては延滞金がかかってしまうことがあります。 

 市町村の収納を担当する課等から督促状等をお送りして連絡いたしますが、納

入忘れのないよう納期限までに納めてください。 

 

Q１８ 特別徴収を拒否したらどうなるのですか？  

Ａ１８ 

地方税法第３２１条の５の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通

知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。 

したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納

していることとなり、地方税法第３３１条に基づく滞納処分を行うこととなりま

す。  

また、地方税法第３２４条第３項の規定により、「納入すべき個人の市町村民

税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は１０年以下

の懲役若しくは２００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされ

ています。 

 



 

17 

 

個人住民税特別徴収の適正実施に向けた 一斉指定アクションプラン

根拠法令等 

 

【地方税法】 

（給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収） 

第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、

当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定めら

れている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収

の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条に

おいて「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の

市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、

特別徴収の方法によつて徴収するものとする。（以下略） 

（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を

徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支

払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の

規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例

によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、

当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方

法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合

にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の

方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割

額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の

方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しな

ければならない。（以下略） 

 

【所得税法】 

（源泉徴収義務） 

第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下こ

の章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得

税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 

（以下略） 

（源泉徴収を要しない給与等の支払者） 

第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかか

わらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 

※特別徴収及び特別徴収義務者の指定に関する規定 
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【地方税法】 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第三百二十一条の五 前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段

(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該

通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後

に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通

知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつ

た日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収し

た月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。（以下略） 

 

（市町村民税に係る滞納処分） 

第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、

当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に

係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴

収金を完納しないとき。 

 

（市町村民税の脱税に関する罪） 

第三百二十四条 

１～２ （略） 

３ 第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十

一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によつて徴収して納入す

べき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以

下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別徴収義務者の義務及び罰則に関する規定 


